
令和７年度社資募集にかかる各種資材（世帯用チラシ始め９品目）のデザイン及び作製 

並びに令和７年度広報誌「日赤あいち」のデザイン 

プロポーザル公告 

 

公募型プロポーザルにかかる手続について次により公告します。 

 

令和６年 11月１日 

 日本赤十字社愛知県支部 

  事務局長 中 角 竜 二 

 

１．プロポーザル 

（１）件   名     令和７年度社資募集にかかる各種資材（世帯用チラシ始め９品     

             目）のデザイン及び作製並びに令和７年度広報誌「日赤あいち」 

のデザイン 

（２）内   容     別途配付する仕様書及び実施説明書のとおり 

（３）選 定 方 法     プロポーザル方式とする。 

 

２．参加資格 

（１）参加することができない者 

ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

イ 次の各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者 

（ア）契約の履行に当たり、故意に工事若しくは物品の製造を粗雑にし、又は物件の品質

若しくは数量に関して不正の行為をした者 

（イ）選定に際して、その公正な選定の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若

しくは不正の利益を得るために連合した者 

（ウ）選定者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

（エ）監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者 

（オ）正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者 

（カ）契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 

（キ）前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当たり、 

代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

（ク）国、愛知県、日本赤十字社又は日本赤十字社愛知県支部より公告の日から開札の日

までの間に指名停止措置を受けている者 

（２）日本赤十字社愛知県支部の一般競争（指名競争）入札参加資格の「物品の製造」又は

「物品の販売」の資格等級において、Ｃ等級以上の認定を受けている者 

（３）説明会参加の確認証を取得し、説明会に参加した上で、プロポーザル参加申込書を提

出した者 

 

３．選定手続等 

（１）担当部署 

場  所：〒４６１－８５６１ 

愛知県名古屋市東区白壁１－５０ 



        日本赤十字社愛知県支部 総務課会計係 

電  話：（０５２）９７１－１５９４ 

Ｆ Ａ Ｘ：（０５２）９７１－１５８６ 

（２）仕様書等の配付 

   期  間：令和６年 11月 1日（金）から 

令和６年 11月 13日（水）17時 00分まで 

場  所：３（１）に同じ 

（３）説明会 

   日  時：令和６年 11月 14日（木）14時 00分から 

場  所：日本赤十字社愛知県支部 ４階大会議室 

そ の 他：説明会への参加は必須（参加人数は２名まで） 

（４）参加受付 

   期  間：（３）説明会終了後から 

        令和６年 11月 21日（木）17時 00分まで 

（５）プロポーザルの日時、場所等 

   日  時：令和６年 11月 29日（金）14時 00分から 

場  所：日本赤十字社愛知県支部 ４階大会議室 

そ の 他：参加人数は２名まで 

（６）選定結果の通知 

   選定結果については、令和６年度 12月 10日（火）までに通知する。 

（７）注意事項 

   プロポーザルに使用する物品は、すべて参加者で用意し、事前に日本赤十字社愛知県

支部あてに報告することとする。 

 

４．その他 

（１）参加保証金         免除とする 

（２）契約履行保証        免除とする 

（３）無効になる場合 

本公告に示した参加資格のない者、資料等に虚偽の記載をした者及び参加に関する条

件に違反した場合は無効とする。 

（４）手続きにおける交渉の有無  無 

（５）関連情報を入手するための照会窓口  上記３（１）に同じ 

（６）入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   上記２（２）に掲げる入札参加資格の認定を受けていない者は、本プロポーザルに参

加するために、令和６年 11月 21日（木）17時 00分までに申請書及び資料を提出する

ことができる。（審査結果については、令和６年 11 月 25 日（月）までにＦＡＸで通知

し、その後、原本を送付する） 

（７）入札に参加する資格があると認定された者に、経営、資産、信用の状況の変動により 

契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格の 

確認を取り消すことがある 

（８）詳細は、別途配付するプロポーザル実施説明書による。 

以上 


